
○
経
済
産
業
省
告
示
第
百
六
十
七
号

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
第
四
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
時
的
に
入
国

し
て
出
国
す
る
者
が
別
表
第
二
の
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
大
臣

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貨
物
か
ら
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
除
く
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
四
年
七

月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
九
日

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

【
最
終
改
正
】
平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
号

輸
出
貿
易
管
理
令
第
四
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
時
的
に
入
国
し
て
出
国
す
る
者
が
別
表
第
二
の
三
六
の
項
の

中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貨
物
か
ら

経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
除
く
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
貨
物
と
す
る
。

一

本
邦
に
入
国
す
る
際
に
本
人
が
携
帯
し
、
又
は
税
関
に
申
告
の
上
別
送
し
て
輸
入
し
て
い
る
貨
物

二

前
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
国
際
取
引
に
関
す

る
条
約
附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
動
物
又
は
植
物
、
こ
れ
ら
の
個
体
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
卵
、
種
子
、
は
く
製
、



加
工
品
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
動
物
又
は
植
物
か
ら
派
生
し
た
物
で
あ
っ
て
、
一
人
当
た
り
の
輸
出
数
量
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
範
囲
内
の
貨
物
（
生
き
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
。

貨
物
の
区
分

一
人
当
た
り
の
輸
出
数
量
の
範
囲

一

チ
ョ
ウ
ザ
メ
目
全
種
（A

c
i
p
e
n
s
e
r
i
f
o
r
m
e
s

s
p
p
.

）
の
キ
ャ
ビ
ア

１
２
５
グ
ラ
ム
以
下
（
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
決
議

１
２

．７

（R
e
v
.
C
o
P
１

４

）
に
お
い
て
規
定
さ

れ
た
ラ
ベ
ル
が
容
器
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
も
の

に
限
る
。
）

二

サ
ボ
テ
ン
科
全
種
（C
a
c
t
a
c
e
a
e

s
p
p
.

）
の
レ
イ
ン
ス
テ
ィ
ッ
ク

３
個
以
下

三

ワ
ニ
目
全
種
（C

r
o
c
o
d
y
l
i
a

s
p
p
.

）

４
個
以
下

四

ピ
ン
ク
ガ
イ
（S

t
r
o
m
b
u
s

g
i
g
a
s

）
の
殻

３
個
以
下

五

タ
ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ
属
全
種
（H

i
p
p
o
c
a
m
p
u
s

s
p
p
.

）

４
個
以
下

六

シ
ャ
コ
ガ
イ
科
全
種
（T

r
i
d
a
c
n
i
d
a
e

s
p
p
.

）
の
殻
（
１
つ
の
完
全

３
個
以
下
（
総
重
量
が
３
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の



な
殻
又
は
２
枚
で
一
対
と
な
る
殻
を
１
個
と
す
る
。
）

場
合
に
限
る
。
）

七

ア
ガ
ー
ウ
ッ
ド
（A

g
a
r

W
o
o
d

）

木
片
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
及
び
油
２
４
ミ
リ
リ

ッ
ト
ル
以
下
並
び
に
ビ
ー
ズ
、
ロ
ザ
リ
オ
、
ネ

ッ
ク
レ
ス
又
は
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
を
合
計
し
た
数

量
が
２
個
以
下

八

第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
貨
物
以
外
の
貨
物

４
個
以
下


